
伊達ヘルパーステーション 551-2339
梁川ヘルパーステーション 527-2510
霊山ヘルパーステーション 586-3463
月舘ヘルパーステーション 571-1406

こんにちは

伊達市社会福祉協議会
です

平成18年1月1日、伊達町、梁川町、保原町、霊山町、
月舘町の5つの町の社会福祉協議会が合併して「伊
達市社会福祉協議会」が誕生しました。
社会福祉協議会（通称「社協」）は誰もが安心して

暮らし、生き生きとした生活が送れるよう、皆さまと
ともに地域福祉の一層の推進に取り組んでいます。

社協の概要

社協とは？Q

A 　社協は社会福祉法において「地域福祉おいて「地域福祉

の推進を図ることを目的とする団体」ととを目的とする団体」

して位置づけられた民間の福祉団体です。られた民間の福祉団体で

　社協は、すべての人が安心して暮らせるまちての人が安心して暮らせるまち

にするため、住民や福祉に係わっている人など民や福祉に係わっている人など、

みなさんと一緒に考えながら、地域の福祉づくく

りを進めて行きます。行

会員制度って？Q

A の組織は、会員となっている住民社協の組織

住民主体の民間団体としが基礎となり、住

て住民の方々に会員になっていただき、その会民の方々に会員になって

費が運営していくための基盤となります。費が運営していくための基盤とな

会員制度は、社協の組織を支える制度であり、　会員制度は、社協の組織を支える制

住民ひとり住 一人に会員として参加協力していたて参加協力

だくことで、社協の活動に結びついています。で、社協の活 びついてい

◎年会費

　一般会員会員（各世（各世帯）

　………………１口 1,000 円

　特別会員会員
（特に賛同していただける方）

………………１口 3,000円

　法人会員（市内事業所）

…………１口…………  5,000円

活動の財源は？？活動の財Q

A 　社協の活動を進めていくための財源とていくため協の活動

して、住民のみなさんからの会費や寄付金住民のみなさんからの会費や寄付金

が基盤となっています。なってい また、県共同募同募金

会からの配分金も社協の事業を展開す社協の事業を展開する上で重

要なものとなっています。す

　このほか、県、市からの補助金助金は主に職員の

人件費に対するものです。受託金はそれぞれのれぞれの

委託事業を実施するために使われます。

社協はこんな仕事を
しています

地域の住民、社会福祉に係わる方々の参加、協力を得
て高齢者や障がい者、あるいはこどものための福祉活動、
ボランティア活動の推進などその活動は多岐にわたって
います。

介護保険事業所の
ご案内

介護保険では、介護が必要になってもできる限り住み慣れた
ところで、自立した生活ができるよう、必要なサービスが総合
的に受けられます。利用される方の心身の状態によって受けら
れるサービスは変わってきますが、家庭であるいは施設でそれ
ぞれのサービスを利用し、その人らしい生活ができるようサポ
ートします。伊達市社協は、14ヵ所で介護サービス事業を行っ
ています。

■地域のために
小地域ネットワーク活動の支援

福祉会運営活動の支援

■お年寄りのために　
一人暮らし昼食宅配

一人暮らし、二人暮らしおせち料理宅配

一人暮らし食事会

介護者リフレッシュ事業

百歳賀寿祝金の贈呈

■障がいを持つ人のために
診断書料半額助成

桃の里パラリンピックの開催

■子どものために（市からの受託）
ひまわり園（県北地域療育センター）の運営

伊達児童館、梁川児童館の運営

放課後児童クラブ（伊達、梁川）の運営

ひなまつり食事会

ヘルパー体験中

デイサービスセンター

二人暮らし高齢者のつどい

■ 地域で安心して暮らすために
ふれあい福祉相談事業

・弁護士による巡回相談……月１回

地域福祉権利擁護事業

地域包括支援センターの運営（市からの受託）

在宅介護支援センターの運営（市からの受託）

低所得者への貸付事業

■ボランティアと福祉教育のために
ボランティア活動に関する相談、斡旋

ボランティア講座の開催

福祉教育ボランティア指定校の支援

サマーショートボランティアスクールの開催

デイサービスセンター

デイサービスセンターに日帰りで通い、機能訓練や日常生活訓

練（入浴・食事・健康チェック等）の介護を受けます。外出して

通うことから、利用される方は集団での社会的な交流を、ご家族

は介護負担の軽減をそれぞれ図ることができます。

伊達デイサービスセンター 551-2134
梁川デイサービスセンター 527-2570
保原デイサービスセンター 574-3711
霊山デイサービスセンター 586-3463
月舘デイサービスセンター 571-1406

ケアプランセンター

ケアプランセンターは、要介護認定を受けた方

が可能な限り住みなれたところで、自分らしく、

安心して在宅生活を続けることができるよう支援

するためにあります。

適切なサービスが利用できるよう、介護支援専門

員（ケアマネジャー）が利用される方の要望や心身

の状態、ご家族の状況などを相談しながらひとり一

人に合わせた介護サービス計画（ケアプラン）を作

成します。

介護などに関する相談も随時受け付けて
おりますので、お気軽にご相談ください。

伊達ケアプランセンター 551-2135
梁川ケアプランセンター 527-2510
保原ケアプランセンター 574-3711
霊山ケアプランセンター 586-3463
月舘ケアプランセンター 571-1406

伊達市社会福祉協議会 The Date City Council of Social Welfare

ヘルパーステーション

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排

泄・食事等の介護、その他生活全般にわたる必

要な援助を行います。




